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中世市場についての一考察

田 中 正 義

I 

中世の市場組織の形態は，一般的に，かの HerbertSpencerのいわゆる‘periodic'なる性

格を以て特徴づけられる1)。その場合， Lipsonは，イングランドにおける中世市場を， 'fairs 

and markets'として，一括して扱っているのであるがの，夫れに対していま， Salzmanは，

marketならびに fairを中世イングランドにおいてそれぞれ‘centreof trade'を形づくれ

るものとして個別に取り扱い， 前者の marketは， 都市民 townsmenに対し小売業 retail

tradeの独占 monopolyを保証するに役立つ所の諸制限 restrictionsを免れて一一或L、は相対的

に免れて，商品の販売を為さんがために開催せられる，‘arecurrent assembly'であると是れ

を定義し，後者の fairは，おなじく都市民 burgessesが日常的な都市の取引において強制す

る所の制限的な諸々の独占権 restrictivemonopoliesの殆ど総てを免れて， I自由」に，毎年

一定期間，交易の行われる，一種の‘glorifiedmarket'であると是れを定義して，両者の相違

は，いま，前者の marketがその近隣 theneighbourhoodより賓らされる生産物の交換のた

めの中心であったのに対して，後者の fairはさる遠隔地 adistance より賓らされる・その

意味で‘foreign'な商品の交換のための中心であった所に存する， となしているの。

執れにしても，中世イングランドの市場は，我々が今日ロンドンの CoventGarden Market 

あるいは LeadenhallMarketにおいて之を見るがごとき，いま，其処に於ては一定の種類の

商品の小売りの販売者 retai1sellersたる所の商人 tradersが底舗又は売庖 shopsor stalls 

を設えて日々 everyday購買者 buyersの現われ来たるを待つ習慣のある所のーーそのよう

- そ・
な特定の場所には非ざる，該の処へ商人 tradersが多かれ少なかれ常習的に一定の時の間隔を

置いて atmore or less frequent regular intervals指定された期日に onspecified days赴

く所の習慣のある，そのような特定の場所であったことは，疑う余地の存しない所であるの。

即ち， fair， marketは，共に，中世イングランドにおいては，“aperiodical gathering of 

buyers and sellers， in a place and at a time ordained by charter or statute or by an-

1) Cf. Ephraim Lipson， The Economic History 01 England， Vo1. 1 (London， 1915; 5th edn.， 

1929)， p. 196. 

2) Lipson， ibid.， pp. 196-237. 

3) Louis F. Salzman， English Trade in the Middle Ages (Oxford， 1931)， pp. 120， 142. 

4) Cf. The Encyclotadia Britannica (33 vols.; 11th edn.， New York， 1910"，11)， Vo1. XVII， s. 

v. Market， p. 731. 
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cient custom" であったのでありの，共に，一般的に“ρeriodicgatherings of buyers and 

sellers in an appointed place， subject to special regulation by law or custom"であ

ったのであるの。

かくして，一個の歴史的個体として我々がイングランド中世市場を観るとき，その特殊温歴

史的なる個体的性格は，夫れがいま‘fair'と称ばるるものにもせよ，将又‘market'と称ばる

るものにもせよ，夫れらが一般的に定期的市場たるところに存している，と言うことが出来る。

その意味に於ては，‘fairand market'はまた，‘fairor market'として，即ち，‘fair'，‘mar-

ket'の両語は取りも直さず synonymの関係に在る， と言い得るのである。 そうして， この

ことは，抑々中世の文献史料 sourceecrite，なかんずく記述史料 s.narrativeならざる文書

史料 s.diplomatiqueに拠って，歴史的にもまた実証せられ得る所である。

例えば，第13世紀初葉， Plantagenet朝第3代の John王の治世年間， 1210年のころに成立

を見たと考えられる， William the Conqueror 【以下，征服王と略称】の法章の改訂版たる所の，

>-Willelmi Articuli Retractati <の第11章lこは， そこに，

>-nullum mercatum vel forum<7) 

なる phraseが見出されるのであるが，此の場合， もともと forumが mercatumと同じ意味

を表わしたであろうことは，右の「征服王の法章の改訂版」の成立に先立つこ山?世紀，

第12世紀前半の1115-50年一一恐らく Henry 1の治世年間の1130-35年に，成立を見たと考え

られる所の， Norman Conquest， 1066【以下， I征服」と略記】以前の，アングロウーサクソン【以

下， ASを以て表わす】の最後の王たる Edwardthe Confessor 【以下， '1識悔王と略称】の法典の

第39章第2条に，

>-in mercαusくめ

なる phraseが見え， その後ほぼ1140-59年に成立したと考えられる所の，前記機悔王の法典

の改訂版 retractatusにおいては右の箇所が，今や，

>-in foro regio<9) 

と，改められて居ることに徴しても，文字通り一目瞭然たるものがある， と言わなければなら

ない〔因みに，>-mercatum<は，近代英語の‘market'に，そして>-forum<は，近代英語の

‘fair'にそれぞれ当ることは今吏賛言を要しないであろう。なお，最後の出典>-infolo regio< 

は‘inking's fair'の意である。〕

5) Cf. The Oxfoγd English Dictionaη (12 vols. ; Oxford， 1933)， Vol. IV， s. v. Fair， p. 25. 

6) Cf. Encyc. Brit.， Vol. X， s. v. Fair， p. 127. 

7) Die Gesetze der Angelsachsen， herausgegeben von Felix Liebermann (3 Bde.; Halle， 1903-

16; Neudruck， Aalen， 1960)， Bd. 1， S. 491. 

8) Liebermann， hrsg.γ.， a. a. 0.， Bd. 1， S. 670. 

9) Liebermann， hrsg. V.， a. a. 0.， Bd. 1， S. 670. 
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以上見たる如く，之を要するに，中世イングランドの市場は一般的に定期的市場 periodical

marketなる概念を以ていま之を悟性的に綜括し得るのであるが，併し乍ら， marketと fair

とのあいだには，その量的規定性に於て，そこに一定の差別が存している。即ち，先きに引用

せる Encyc.Brit.の説明を愛に再度引用すれば， fairはひとつの“greaterspecies of mar-

ket recurring at more distant intervals"であったのである10)。別言すれば， marketは，中

世イングランドにおいては現実には先ず以て‘weeklymarket' [週市〕として現象し，而して

fairは同様現実には先ず以て国mual'な定期的市場として現象したのである。

然らば， marketとfairとのあいだに存するところのものは，果して斯くの如き量的規定性

に於ける差別のみに止まったのであろうか。否， 私は， 此の両概念は， 夫々それをひとつの

"Idealtypus"として構成した場合， 抑々 ， weekly marketは， 局地的 localな・短距離商

業 short-distancetrade; Nahhandelに係わりを有ち，夫れに携わる販売者は一面に於て独立

の小商品生産者たる・小商人[=小売商人〕であり，夫れに対して一方， fair は‘inter-local'な

一一全国的 nationalな・ないし民族間的 internationalな・遠距離商業 long-distancetrade; 

Fernhandelに係わりを有ち，夫れに携わる販売者は専業的 professional; berufsmasigな・

大商人[=卸売商人〕であって，斯くて market，fair両者のあいだには，そこに明々白々なる

・質的規定性に於ける差別がいま存在する， と考える者である11)。市して，その際， より重要

なることは，斯かる週市としての marketと，大市仁年市〕としての fairと，此の両者の先後

関係如何としづ問題であって，私には，飽くまで，論理的にも歴史的にも，前者が後者の基礎

をなしている， と思惟されるのである。

E 

週市 weeklymarket; Wochenmarktの誕生は，抑々「征服」以前のAS時代の末期にまで

朔り，第9世紀以降第11世紀半ばに至るイングランド史上所謂 Danesの侵入期，そこに bor-

ough(burh; burg)または tortなる・イングランド中世都市の先駆的なるものが出現したのと，

まさに軌を一つにした所の同時的現象であった，と考えられる。かのAlfred大王の子 Edward

the Elderの第1法典(901-24)，更には又，その子の Athelstan玉の第2法典 (ca.926-30) 

は，単に売買行為 (ceatian)は一般的にボルトの内部に於てのみ行わるべきことを規定するに

止まっている12)。が，然し乍ら，後者の法典の第24章第1条には，其処に，如何なる取引(cy-

ρing)も日曜日には之を行うべからざることが規定せられており 13L その場合日曜日が複数形

10) Eγcyc. B:γit.， Vo1. X， s. v. Fair， p. 127. 

11) 拙著『イングランド中世都市の展開~ (万水書房， 1987年)，其の特に305ペイデ以下，参看。

12)前掲拙著， 43-4ペイヂ，参照。

13) (24， 1) 7 dat nan cyping ne sy Sunnondagum; gif hit donne hwa do， tolige das ceapes 7 

gesylle xxx sc11' to wite. (Liebermann， hrsg. V.， Die Gesetze der Angelsachsen， Bd. 1， S. 

164.) 
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-Sunnondagasを以て表わされている所よりして，我々は，当時かかる取引の場が，瞭らかに

毎週1回特定の曜日に成立する所の週市以外の何物でもなかったことを，知り得るのである。

同時に，此の安息日に於ける売買行為の禁止なることは，いま週市の発生がふかく当代の普

遍的信仰ーキリスト教と係わり合っていることを我々に物語っているのである。即ち，都市在

住の独立の小生産者 手工業者の生産力=商品と都市週辺の農村の農民の剰余生産力問農産物

商品〔その内には農家の副業一家内仕事 Hauswerkの余剰生産物も亦含まれる〉とが，いま専

業的商人を媒介することなしに直接的に交換せられる場として，抑々週市が，その初め，教区

教会の境内・礼拝堂前の広場に於て，勤労者[=手工業者・農民〕が一般に彼等の本来の仕事

[=生産的労働〕から解放せられる所の日曜日に一一弥撒を終えたるあと， 自然発生的に成立を

見たであろうこと，を，我々に多分の蓋然性を以て推断せしめるのである。

もちろん，当時の Christiankingたる・歴代のイングランド王が斯かる日曜市の如きもの

を許容する筈はなく， Athelstan以後に於ても，かの Danesの侵入の前に遂に一時大陸に蒙

塵するを余儀なくされた・機悔王の父 Athelred1Iは， 1014年に発布せる， その第8法典の

第 17草において，日曜日に於ける取引 (Sunnondagacyping)をきびしく禁止しているのであ

る14)。

市して，斯かる安息日の神聖を汚す所の・遇市としての日曜市の開催は，その後「征服」以

後においても，封建的な在地権力者の規制を免れることは出来なかった。たとえば， 1086年の

“Domesday Book"【以下， rプク』と略記】第 l巻の Cheshire州の司教座都市[borough(burgus)

ならざる city(civitas)]の Chester市に関する記述中には，そこに次の如き一節が見出される。

『じ『ブグ」成立の1086年現在〕いま一人の商人(mercator)にして，一駄の荷(trussellus)を携へ

て当市に到り， [チェスタ〕司教の役人の許可 (licentiaministri episcopりを受くることなく，

土曜日のE午より月曜日に至る聞に (anona hora sabbati usque ad diem lunis)， ]'iX;¥ 、はまた

その他の何らかの祝祭日に(autin alio festo die) ，夫れ〔ー駄の荷〕を聞きたるときは〔 即ち

商品として之を売却したるときは]， [チェスタ〕司教は〔彼に】四シリングの罰金を課す15)o~ 

併し乍ら，立法は，当時イングランド社会の基礎構造において慢々乎として進行しつつあっ

た所の商品流通間交換の一般的な動向を，最早阻止すべくもなかったのである。そのことは，

おなじ「ブクJ第 1巻の Cornwallにおける・ Exeter司教の所領に属する・ St.Germans村

に関する，次の如き記述が之を明らかならしめる。即ち，夫れは，先ず『このマナ (manerium)
い いち

には日曜日に聞かるる一つの市 (mercatum)存せり (Inhoc Manerio erat mercatum in die 

14) (17) And Sunnondaga cypinga forbeode man gωrne be fullan worldwite. (Liebermann， 

hrsg. V.， a. a. 0.， Bd. 1， S. 265.) 

15) Domesday Book， seu Liber Censualis Willelmi Primi Regis Angliae， ed. by Abraham Far-

ley (2 vols.; London， 1783)， Vol. 1， folio 263. 【以下，本『フ守ク』の引用に当っては，D.B.と略

記する。】
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dominico.16))~ を以て始まり，次いで『されど，そは [St. Germans荘園の日曜市は】，其の近

傍なる〔一一北方3マイル余の Trematonの彼の居城 (castrum)に於て同じ日曜日に聞かれる
いち

所の]， [征服王の違父兄弟の]Mortain伯 [Rober口の市に依りて【其の会衆を奪はれて]，今

や無価値なるものに堕しをれり。 (sedadnihichilatur redi gitur p巴rmercato comitis Mori-

tonio quod ibi erat proximus.)~ と，あるのである。以て，我々は，当時，局地的な定期的

市場たる週市の日曜市が事実上 defacto各地において一一宮に都市のみに止まらず汎く農村

地域に於てさえ，族生しつつあった情勢を想見すべきである。

而して， I征服」以後の・中央の集権的封建国家機構の頂点を形づくる所の Norman王権も，

また一般的にキリスト教会も， もはや日曜日に於ける市場取引を以て一概に不可なりとはせざ

りしものの如く，夫れが証拠には，征服王は， 1070-71年の聞に， Winsor城より， Canterbury 

大司教 Lanfrancを始め総ての王の封建的臣下たる者に宛てて，一つの公告書 (notificatio)を

発し，そのなかで，王が，かの「征服」の端緒を成せる所の Hastings戦勝を記念して其の戦

場跡に創建せる， Sussex州 Battle在の・ Benedict派のー修道院 St. Martin修道院に対

し，同修道院が毎日曜日に Battle において完全なる市場を開催し得る権限を賦与したること，

就いては向後，当該市場に集える者〔一販売者・購買者たち〕は同僧院の院長並びに平修道僧以

外の何者に対しても〔裁判に於て〕訴答する所の義務なく，同僧院の院長並びに平修道僧はまた

神以外の何者に対しても訴答する所の義務なきことを，明らかにしているのであるm。このこ

とに関し，後世第12世紀， Plantagenet朝初代の Henry1Iの治世年間-1176年の頃完成を見

たる『パトゥル大修道院年代記J (Chronicon Monasterii de Bello)は，上記の公告書の趣旨

を更に布倍しつつ『彼の教会を守護する所の高潔なる王〔征服王]は，一切の義務を免除せら

れ完全に自由に(liberumomnino et quietum)，何者に依る所の取立てをも蒙ることなくくabsque

ullius exactione)，専ら永代的権利(iureperpetuo)を有する教会並びに修道僧達の管理の下に，

パトゥルの町において日曜日に一つの市場の聞かるることを許可し，王の権限もて之を確認し

たりき (mercatumin ui11a Belli， Dominico die，.. ....constituit et regia auctoritate confir-

mauit. 18))~ と，述べている。又，その後 Plantagenet 朝第 3 代の John 王の治世年間， 1201 

年に Somerset州のWells市に賦与せるチャータにおいて，王は，此の市に『現に其処に在り

16) D. B.， Vo1. 1， folio 120 b. Cf. Domesday Book， ed. by John Morris， Vo1. 10: Cornwall， ed. 

by Caroline & Frank Thorn， from a draft translation prepared by Oliver Padel (Chichester， 

1979)， p. 2; The Domesday Geogγathy 01 South-i干TestE刊gland，ed. by H. C. Darby & R. 

Welldon Finn (Cambridge， 1967)， pp. 339 f. なお，テクスト中のモルタシ伯に関して詳しくは，

拙著『イングランド封建制の形成~ (新版，御茶の水書房， 1977年)， 337ペイヂ，並びに，前掲拙著

『イングランド中世都市の展開~， 9， 319ペイデ，参照。

17) H. W. C. Davis， ed.， Regesta Regum Anglo-Normannorum， 1066-1154， Vo1. 1: Regesta Wil-

lelmi Conquestoris et Willelmi R叫tji，1066-1100 (Oxford， 1913)， p. 16， no. 61. 

18) Eleanor Searle， ed.， The Chγonicle 01 Battle Abey (Oxford， 1980)， pp. 84 f. 



62 立教経済学研究第42巻第3号 1989年

Lか

且つ然あることが慣例となりゐたる如くに (sicutibi est et esse consuevit)毎日曜日 (singulis

domnicis diebus)一つの自由なる市場 (liberummercatum)の聞かるべきこと』を，正式に認可

している19)。而して同様の「日曜日毎に聞かれる市場」は， 1207年，同じ John王が Sussex

州 Pevensey市のバロンたち (baronibus)C一王の直属封匡たち〕に与えた所のチャータのなかに

も，現われる。即ち，そこで，彼は，彼等バロンたちが Pevenseyにおいて，毎年 (singulis

annis) 7日間 (terse ttem dies)すなわち(scilicet)洗礼者ヨハネ生誕の日の直前 3日と〔ヨハネ

生誕の】祝祭日 [8月29日][当日〕とそのあと夫れにつづく 3日間 (trestroximos ante diem 

natalem Sancti Johannis Battistae et itso die et ter tres dies troximos sequentes)連続して

年に一度聞かれる所の大市(unusferia)とならんで， ¥ぜ毎週1回日曜日ごとに聞かれる所の

週市(unusmercatum singulis diebus dominicis)を，夫れら上記の大市・週市が近隣の大市・

週市に対して何ら不法妨害 (nocumentum)を来さざるべきことを条件として (itatamen quod 

predicta feria et predictum mercatum non sint ad nocumentum vicinarum feriarum et 

vicinorum m巴rcatorum)，開催し得る権限を賦与しているのである20)。

然しながら，此の時代，そこには，斯かる安息日における売買に飽くまで反対せんとする志

向もまた依然主として教会側に於て根強し、ものがあった。

当時， Lancashire 州 EastRidingの Howdenのもと教区司祭たりし一人物 Rogerof How-

denは， Henry ll，その子にして Johnの兄にあたる Richard1と， 2代の王に仕官せるの

ち， 1192年以後郷里に隠栖して年代記>ChronicaRogeri de Houeden， A. D. 732-1201くを編

纂したが，此の年代記は，就中その1169年からその後彼の残したと想、われる1201年に至る迄の

部分は，近代歴史学の史料批判 Quellenkritikに依って当代の最も価値高き同時代的記述史料

とせられている21)。いまその伝える所に拠ると， 1200年，大陸 Flaye(Flaix)の修道院長 Eu-

staceが教皇 InnocentiusJ[の特使としてイングランドに渡来し，日曜日におけるー初の売買

行為を終熔せしむべく各地に於て精力的に説教を行L、，その結果ロンドンその他多くの土地で

今や日曜市の廃止を見るに到った，と云う 22)。

而もなお一一市もなお，日曜日の週市は，中世イングランド社会に於て寛に全面的に地を払

19) Adolphus Ballard， ed.， British Boγough Charteγs， 1042-1216 (Cambridge， 1913)， p. 171. 

20) Ballard， ed.， ibid.， p. 175. 

21) Cf. Edgar B. Graves， ed.， A Bibliograthy of English Histoη to 1485 (Oxford， 1975)， p. 

431， no. 2903. 

22)このことは，此の年代記の刊本一一1868-71年， William Stubbsに依って 4巻本に編輯せられ，

“Chronicles and Memorials of Great Britain and }.γeland dt押-ingthe Middle Ages， published 

under the Direction of the Master of the Rolls" (99 vols. ; London， 1858-96)【通称“Rolls

Series"】中に其の第51巻として収められたーーの，いま第4巻123ペイヂに見ゆる由なれども，筆者

は之を見ることを得なかった。のって，姑く Lipson， Salzmanの夫々引用せる所に依拠する。 Cf.

Lipson， op. cit.， Vol. I， p_ 206; Salzman， op. cit.， p. 124. なお， A. L. Poole， From Domes-

day Book to Magna Carta， 1087-1216 (Oxford， 1951)， p. 76をも参照。
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う迄には到らなかった。〔因みに日曜日の‘Sabbaticalsanctity'が窮極的に確立せられるのは，

Max Weberの謂う所の其の興隆期における近代資本主義の "Heldentum((の時代 Puritan 

Revolutionの時代に於てである。〕

その場合，皮肉なことには，数多くの日曜市を合む週市が当時事実上教会の統制下に在った

ことである。

Lぜその一例を挙げれば， Gloucestershire州の Cirencester市の市場は，元来夫れが此の

市の修道院の院長の所有する所であったにも拘らず，第13世紀，毎週日曜日に聞かれた， と言

われているのである23)。

とは言え，また，さきの Eustace巡錫の効果が凡そ皆無であったと云うことは出来ない。
そ

Lincolnshire 州の， Bolingbroke， Barton， Sleafordその他の町々において，該の町の市場は，

1202年，日曜日以外の平日に其の開催日が変更せられ，又その翌 1203年には， Staffordshire 

州のLichfield，Newcastle-under-Lyme， Wolverhamptonの三市に於ても其の市場の開催日

はいま平日に変更せられたのである24)。

却説，周知の如く， Canterbury大司教の選任問題に端を発して教皇 InnocentiusJ[と激し

く対立し，教皇に依り，全イングランドの聖務停止(1208)，彼自身の破門(1209)，その王位剥

奪(1212)等の処分に相次いで附せられ，その挙句国土を教皇に献じ更めて彼より之を封地とし

て受くるの醜態を演じたところの KingJohnは，彼の大陸における失地恢復のために起せる

遠征軍の編成に当って，課せる所の莫大なる軍役またはその代納金に強く反接，王に対して今

や封建的臣下たるの忠誠義務を破棄して起ち上がれる所のバロンたちの前に，遂に1215年彼等

バロンたちの要求する封建的慣習法的権益を保証せる文書 Magna Cartaiこ署名するの己むな

きに立ち到ったのであるが， Johnが翌1216年残してその子 HenryJ[の時代に入るや，此の王

の治世の初期，教皇よりの圧迫のいや増すとともに，国内に於ける日曜市修正の動きも亦一段

と進展を見るに到った。

即ち， 1218年から翌1219年にかけて，今やイングランド全土に亘って，一-Hertfordshire

州の Berkhamsted，Berkshire州の Wallingford，DorsetナトμコWimborne，Hereford 州の

Leominster， Suffolk州の Clare，Northamptonshire州の Warkworth，その他数多くの土地

に於て，夫々その在来の日曜市は，他の曜日一平日に振り替えられたのである25)。

併し乍ら， 日曜市が中世イングランドにおいて寛に一掃せられるに到らなかったことは既に

是れを述べたとおりである。 HenryJ[の次代の Edward1の治世年間， 1274-5年， 1279-80 

年の両度に亘って実施せられた所の，かの DomesdaySurvey， 1086【以下， iD調査」と略記】に

次ぐほぼ全国的な調査の公記録 各ナ1'1の hundred[郡〕毎に行われる陪審 jury形式の審問

23) Lipson， ot. cit.， Vo1. 1， p. 206， note 8. 

24) Salzman， ot. cit.， p. 124. 

25) Salzman， ibid.， p. 124. 
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inquisitionの結果打ち出された評決verdictを集大成せるところの所謂“HundredRolls" tこ拠

るならば， 1275年， Dorset 州の Abbotsburyにおいては，その修道院長は， 日曜日毎に聞か

れる市場を所有して居り，その点， Wiltshire州の Salisbury の司教が同州の Warminster

において日曜市を所有していたのとまさに撲を一つにする所のものであった。又， Northum-

berland州の Tynemouthの小修道院 prioryも， 1275年の“HundredRolls"の時点に於て

最近同市に日曜市を発足せしめているのであるが，恐らく Salisbury司教もまた Wi1tshire州

のRamsburyに於て同様に最近その日曜市を発足せしめていたであろう，と言われているので

ある26)。

以上，述べ来った所よりしても瞭らかなるごとく，いま， 日曜市を含めて一般に週市の成立

には，法的に，王に依る認可のチャータの発給せられることが，その必須条件をなしていた。

即ち，当時， 日曜市を含めて一般に週市の認可なることは，本質的に王の大権 royalprerog-

ativeに属したのであって，その具体的発現形態こそが普通チャータあるいは開封勅書 Letters

Patentと称ばれるものに外ならなかったのである。而して，このことこそ， Edward 1時代，

一般に国中の特権 franchis巴また権利 libertyの保有者〔そのうちにはバロンのごとき私人の

みならずボロウ・修道院のごとき共同体も亦含まれる〕に対して， I如何なる権限 (warranto)

に拠るものなりや」一ーその保有の根拠を問える所の，かのいわゆる>QuoWarranto<の調

査 inquiryに際し，王の法律家たち一一王に依り各州に派遣せられた巡回裁判 eyreの裁判

官たちに依っていま強く主張せられた所の，まさに其の枢要点であったのであって，彼等は屡

屡「王国内の如何なる者と離も最高の封主たる王あるいはその先任者たち〔一過去の歴代の王

たち〕の認可と厚意なくしては，一つの市場も之を有することを許されず」と断言したと言わ

れている 27)。

市して，斯くの如き王に依る所の週市開設の認可に関しては，此処にひとつ留意すべき点が

ある。夫れは，週市が抑々その近隣農村との局地的 localなる商品交換の場である，と云う，

まさに其の基本的性格に係わる所の点である。我々は，先きに，『ブグ』第1巻に記述せられた，

Cornwall 州の Exeter司教の所有する， St. Germans村の荘園に於ける日曜市は，第11世

紀，その近傍に存在する所の， Mortain伯の Trematonの居城に於て聞かれる日曜市との競

合関係に依って甚大なる打撃を蒙り， I今や無価値なるものに堕」するに到っていたことを知っ

たのである。又，第13世紀初葉， 1207年， John王が Sussex州の Pevensey市のバロンたち

に与えたところのチャータに依って，我々は，毎年 1回8月29日の洗礼者ヨハネ生誕の日を中

心にして其の前後の 7日間一 1週間に亘る所の，‘annual'なる市場たるフェア〔大市=年市〕の

夫れと共に，毎週1回毎日曜日における此の市の週市の開催が，近隣の大市また週市に対して

26) Salzman， ibid.， p. 125. 

27) Lipson， op. cit.， Vol. 1， p. 201; Salzman， ibid.， pp. 126， 128. 
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飽く迄も「不法妨害」とならざるべきことを其の条件としていたことを知ったのであった。い

このこと一一既存の夫れの勢力範囲に新しく第二の週市を聞くことに関しては，第13世紀

中世市場についての一考察

のイングランドの法曹界を代表した・かの Henryde Bracton ct 1268)はその『イングランド

王国の法並びに慣習論』において，このような第二の週市は「違法なる不法妨害」を構成し，

2 
斯かるものがいま既存の週市の 6一マイルの範囲内に聞かれるならば夫れは禁止せらるべきで

3 
と主張して居械 Sa凶加は，この Bractonのえらんだ 6fマイルという距離はな

んら特別の意味を有せず根拠なき議論 fantasticarguments にもとづくとしながらも，

一般的な原則 thegeneral principle は夫れが当時適用せられ得たものであることを認めて居

ま，

そσ〉

ある，

るのである29)。即ち，いま Salzmanのー特殊研究却に拠れば，時として，都市に交附せられ

るチャータは，夫れの内部に於て新しL、週市の立てられざるべき所の距離を具さに規定して居

り，例えばロンドンの場合その限界は 7マイルであり， Norfolk 州の Norwichの場合夫れは

Wiltshire州の Devizesの場合夫れは 7リーグ， Northamptonshire州の North-5リーグ，

amptonの場合夫れは10リーグであったと言われるのである31)0 [因みに， rリーグJ(league) 

その変動的な性格のゆえに時と場合とに依っていろいろであるが，通例 1リーグはほぼ1

王の週市開設認可のチャータは一般に円、ま若し近隣の〔局地

は，

マイル半に相当したJかくて，

的な〕市場を害する所とならないならば」と云う clause を以て，恒に限定せられていたので

では，王のチャータまたは開封勅書に依って王より週市開催の権限を賦与せられた所の，教

会(修道院〉・私人(バロン〉また都市〈ボロウ〉は，いま斯かる週市の開催ー所有権を手に入れる

ことに依って，抑々如何なる特権的利益を享受し得たのであろうか，一一ー以下，改めて此の点

あった。

を問題としてみることにしたL、。

E
 

競って王の認可

を覇ち得て週市を開催し之を支配ー所有せんと欲したのは抑々かかる週市が彼等にいま有利な

る収入を保証する所のものであったからに外ならぬ。而してその収入は，之を大別して財政的

当時，教会(修道院〉またはバロンのごとき私人或いはまた一般にボロウが，

28) Henry de Bracton， De legibus et conSl柑 tudinibusregni Angliae， ed. by Travers Twiss (& 

vols. ; London， 1878-83)【RollsSeries， Vo1. 70】， Vo1. m， p.585--quoted by Salzman， op. cit.， 
p.128. 但，最近の信頼すべき研究に拠れば， Bractonは，久しく彼の名に結びつけて考えられてき

た此の論文の，本来著者ではないらしいとされている。 Cf.J. H. Baker & S. F. C. Mi1som， Sources 

01 English Legal History，' Private Law to 1750 (London， 1986)， p. xxxiii. 
29) Salzman， op. cit.， p. 128. 

30) L. F. Salzman， "The Legal Status of Markets"， 

(1928)， pp. 205-12. 

31) Salzman， loc. cit.， p. 211. 

Cambridge Historical journal， Vol. ii 
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収入と裁判収入とに分ってみることが出来る。

週市のもたらす財政的収入の源泉としては，まず第一に市場使用料 tollが挙げられなければ

ならない。是れは，週市において購買せられ販売せられる商品に対して，一般的に賦課される

所のものである。

次に掲げる例は，いま，一般的なるボロウならざる特殊なる夫れ一一ー王が一個の封建領主

feudallord 園内最高の封建領主として所有する封建的所領 feudalestateすなわち王領royal

demesneに存在する所のいわゆる‘royalborough'の事例に属するものではあるが， Glouces-

tershire 州の Tewkesburyに関して，『ブク』第1巻には次の如くある， [l'テュウクスベリに

おいては其処に今や[iD調査」の時点即ち1086年現在〕十三人の都市民たち(burgenses)が存し，

彼等は年間二十シリング[=一ポンド〉を〔王に対して〕納めをれり， [而して其処には又][征服

王の〕后〔にして今は亡きマテイルダ Matilda]の初め其処に開設 (constituo)したるところの一

つの市場存して，そは十一シリング八ペンスを〔王に対して〕納めをれり (ApudTeodekesberie 

sunt modo xiii burgenses redduntes xx solidos per annum. Mercatum quod regina cons 

tituitbi reddit xi solidos et viii denarios.32))~。と。【なお，今後は，ポンドは æ，シリングは s. ， 

ペニー(ペンス〉は d.と略記することとする。】

先ず此処に最初に現われる一一一13人の都市民が互いに協力して彼等の連帯責任に於て毎年領

主たる王に納める所の「一ポンドJ[Al]と云うのは，『プグ」の他の記述箇所では屡々";fT-de

gablo terrae<，なる限定句を伴って現われる所のもの，即ち，いま土地保有者 tenantたる都市

民がボロウの土地保有条件burgagetenure iこもとづいて領主 lordに納むべく義務づけられた

地代一一burgagerentの範曙に属するところの ";fT-gablumterrae <， (land-gajol)であるが33〕，

次に此処に現われる所の一一1086年の iD調査」の時点では最早物故していた・征服王のもと

の后 Matildaが此処 Tewkesburyiこ[1083年以前lこう創設したる市場が王に納める所の「十一

シリング八ペンスJ[11 s. 8 d.]こそは，まさしい、ま「市場使用料」を事実上 dejacio現わし

ているのであって，夫れは『プグ」の他の記述箇所，例えば第1巻のLincolnshire州、|に関す

る記述中，先ず其の末尾の・同ナ1'1の東海岸に在る若干の小港に言及せる箇所34〉，次いで同州の

Lincoln35)， Stamford36)， Torksey37)の三市に就いての記述箇所では， "、ま明示的に";fT-thelo-

neum<，なる形で現われているのである。それらのうち，まず， Lincolnshire 州の北海lこ面せる

東海岸に注ぐ Humberの河口南岸の Bartonupon Humber， 夫れより少しく川上なる同様

32) D. B.， Vol. 1， folio 163 b. 

33) 前掲拙著『イングランド中世都市の展開~， 8-10ペイヂ，参照。

34) D. B.， Vol. 1， folio 375; 375 b. 

35) Ibid.， Vol. 1， folio 336 a. 

36) Ibid.， Vol. 1， folio 336 b. 

37) Ibid.， Vol. 1， folio 337 a. 
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Humber河口南岸の SouthFerribyの二つの港町に就いての記述は，我々にとって真に興味

津々たるものがある，日く， Il'パートゥンーアパンーハンパならびにサウスーフェリピにおいては，

CfD調査」の1086年現在J[当時 Folkingham(Lincolns.)の領主たりし〕ジルベールードゥーガン

Gilbert de Ghent (i ca. 1095)の家臣団(homines)が，パン・魚類・皮革その他きはめて多くの

ものに就きて，彼等が餓悔王時代[-f征服J前夜の時点JIこ取得したる夫れとは異なる所の市場

使用料 (theloneum)を取得しをれり一一夫れら〔商品〕に就きては抑々機悔王時代に於ては凡そ

如何なる物も与へられざりしなり〔一一凡そ斯かる市場使用料の如きものは存せざりしなり〕

(In Bertune et in Ferebi accipiunt homines Gisleberti de Gand theloneum aliud quam 

acceperunt， T. R. E. de pane， piseibus， coriis， et aliis rebus plurimis， unde nunquam 

datum fuit. 38))~ 。 と。是れと同様なる記述は，また，上記の二つの港町よりも透かに川下の

Humber河口南岸の Grimsbyについても見出される，日く， Il'ラルフードゥーモートマ Ralph

de Mortmerの家臣団並びにロソアルド Losoardの家臣団は，グリムズビにおいて，横悔王時

代には存せざりし所の新たなる市場使用料 (theloneum)を取得しをれり，されど，ロソアルド

は，彼の家臣団が彼のためにそを取得したることを否認しをれり (HominesRadulfi de Mor-

temer et homines Losoardi accipiunt nouum theloneum in Grimesbi quod non fuit T. R. 

E.， sed Losoardus negat suos homines fecisse per eum.39))~。と。これら二つの記事は，

元来，『プク』第1巻のLincolnshireに関する記述の末屠に・言わば附録として加えられた，

一一fD調査」に際し当時この州の各々の郡 wapentakeに存在していた各種の現実問題 (cla-
そ

mores)と該の調査に当れる州の陪審官たち jurors-rプク』にいわゆる';J>hominesqui iuraue司

runt-<，に依る所の其の解決 (concordia)とをまとめた所の記述のうちの，前者l品、ま此の州の

North Riding地方の Yarborough郡に関する夫れの一部，後者はおなじく NorthRiding地

方の Bradley郡に関する夫れの一部，を夫々成すものなのであるが，いま此れらの記述の我

我に示している所のものは，償悔王時代には存せざりし所の市場使用料が fD調査」の時点に

於て新たに徴せられている事の不法性に関する〔当時の一般民衆の抱いた不満を反映した〕陪審

38) Ibid.， Vo1. 1， folio 375 b. Cf. The Lincolnshire Domesday and The Lindsay Survey，巴d.

by C. W. Foster & Thomas Longley (Lincoln， 1924; Reprinted， 1976)， (The Lincoln Record 

Society， Vo1. 19J， pp. 214 f.; H. C. Darby， The Domesday Geography 01 Eastern England 

(Cambridge， 1952; 3rd edn.， 1971)， p. 84. なおテクスト中の Gi1bertde Ghentについて， I. J. 

Sanders， English Baγony: A Study 01 theか Oγiginand Descent， 1086-1327 (Oxford， 1960)， 

p. 46，参照。

39) D. B. Vo1. 1， folio 376. Cf. Foster & Longley， eds.， The Li冗colnshiγeDomesday & The 

Lindsey Survey， pp. 216 f. ; Darby， The Domesday Geography 01 Eastern England， p. 84. な

お，テクスト中の Ralphde Mortemerは元来大陸フランスの Seine-Inferieure出身の Norman貴

族，おなじく Losoardもまた征服王の違父兄弟にして元来ノルマンディの Bayeuxの司教 Odoの

封臣たるところの Norman領主。
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員たちの事実認定に外ならなし、， と考えられるのである40)。我々は，此れらの記述を通して，

市場使用料がいま如何に古くからイングランドにおいては在地の封建的権力者にとって魅力的

なる収入源をなす所のものであったか，を容易に理解し得るであろう。

而して，市場使用料は，その後も，例えば第12世紀の“WintonDomesday"の第2部(1148)

の随所に，いま『ブク』における夫れとは少しく異なった韻りで';;J;>thelonium<なる形で出てく

るが41〉，併しながら，我々は，同時に，一方に於て，当時過市の開催=所有権者たちに依って，

彼等の収入の重要なるー源泉をなした所の斯かる市場使用料の免除なることも亦，屡々行われ

た事実に，注目しなければならない。蓋し，夫れは，彼等がいま自己の局地的な定期的市場に

一人でも多くの顧客を誘致せんとして採れる所の方策なのである。例えば，第13世紀の或る裁

判記録に依れば， Edward 1の治世年間， 1285年， Lincolnの司教は，彼の所有する Rutland-

shire 州 Lidington[Lyddington]の火曜市が夫れより僅か 1リーグしか隔っていない同州の

Uppinghamの・ Peterde Monfortなる者の所有するところの・水曜市に依って破滅せしめら

れた旨国主裁判所に訴え出ているのであるが，その際司教はその理由を， Peterがいま市場使

用料を免除し，ために商人たちが好んで Uppinghanの方に赴いたからであるとなしている42)。

又，是れより先， Henry nrが1246年に Essex州在の王領の Hadleighに一市場を開設した際，

顧客を吸引せんとして，王は向う 3年間如何なる市場使用料をも購買者・販売者より取立てざ

るべき事を命じた， と当時王の発した封械勅書 LettersClose は伝えている43)。その場合，

斯かる市場使用料の免除に対する要望は，当時一般に再販売ニ転売せんがために購買する所の

商人に於けるよりも， [彼等の生産物を販売した見返りに〕彼等の家庭用品として〔都市の手工

業製品を〕購入・帰宅せんとする所の「農村の人々J'men of the country'に於ていま一層蟻

烈なるものが有った事が指摘せられているが44〉，夫れは，元来かかる市場使用料の徴せらるべ

き場としての週市の本来的性格一一局地的な定期的市場としての週市の性格より当然に帰結せ

らるべきこととして，我々に依って十分に首首せられ得る所である。

週市のその開催=所有権者たちにもたらす財政的収入の第二の源泉としては，場所代 (stal-

lagium; stallage)が挙げられる。

是れは，一言以て之を蔽えば，週市の当日臨時に当座の間に合わせるべく其処に設置せられ

る商品陳列台 (selda; stall， booth)の用地に関し，之を保有する代償として，土地の保有=占

有者たる・陳列台の所有者一商品販売者が，週市の開催=所有権者に対して支払う所の，地代

40) Cf. Foster & Longley， eds.， ot. cit.， Introduction (written by F. M. Stenton)， pp. xxxv-

XXXVl. 

41) 前掲拙著『イングランド中世都市の展開~， 209-10ペイヂ註(286)ならびに233ペイデ，参照。

42) Salzman， ot. cit.， p. 130. 

43) Salzman， ioid.， pp. 130 f. 

44) Lipson， ot. cit.， p. 219. 
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の一種である45)。その際，上記の商品陳列台を固定せしめる為めに地面に穴を穿ったり地面を

掘り返したりするとすれば，;>ticagium<(picage)，いま商品を地べたに直に並べる場合にお

いても;>terragium<(terrage)と云った，諸種の借地料を支払う 46)。

市して，此の種の場所代は，屡々前述した市場使用料 (thelonium;toll)と組み合わされて文

書のうえに現われてくるが，夫れはまた，例えば，通行=輸送税(tassagium; passag巴)，橋梁

イ吏用料(tontagium;pontage)，商品計量器使用料(trl仰 agium;tronage) [tesagium; pesageJの

ごとき，種々雑多なる所の封建的諸賦課 dues，慣習的諸貢租 customsと屡々並記されても現

われるのである47)。そうして，斯かる場所代がまた，種々雑多なる封建的諸賦課・慣習的諸貢

租とともどもに，週市の開催=所有権者たちに依っていま免除せられる場合のあったことは，

先きに我々の見たる市場使用料に於ける場合と同断である。以下，我々は這の聞の事情を少し

く歴史的文書に即して実証してみよう。

此処に， 一つの史料--Henrynが， 1155年 7月7日-9月29日の間のいつか， あるし、は

1158年の2月一3月の間のいつか，執れにしても王がいまWiltshireナ|、|のSalisburyに滞在しで

も、た期間に，其処 Salisburyより Hampshire州の Winchester市に交附したと考えられると

ころの，一つのチャータが存在するが，夫れには次の如き一節が見出されるのである。即ち，

『朕が，朕のウインチスタの都市民たちに対し，彼等が朕の〔外〕祖父へンリ〔一世〕王の御代に

有せし所の一切の諸特権 (libertates)並びに慣習的諸貢租〔免除の特権](consuetudines)を，既

に賦与したることを，汝ら〔すべて朕が臣下たる者〕は心得るべし。而して，朕は，彼等〔ウ

インチスタの都市民たち〕が彼等のすべての譲受け地(acata)並びに譲渡抵当 (vadia)を，曽て

彼等がへンリ〔一世〕王の御代に最も良く保有 (tenere)したるが如く， 自由に，誉れ高く，当市

の慣習に従ひて (secundumconsuetudinem civitatis)，所持(habere)し，保有すべきことを悲に

命ずる者なり (Sciatisme concessisse ciuibus meis Wintonie omnes libertates et consue-

tudin巴squas ipsi habuerunt tempore Regis Henrici aui mei. Et precipio quod habeant et 

teneant omnia acata et vadia sua et tenementa sua secundum consuetudinem ciuitatis ita 

libere et quiete et honorifice sicut unquam melius tenuerunt tempore regis Henrici. 48))~ 。

と。

45)前掲拙著， 233ペイジ，参照。

46) Salzman， op. cit.， p. 88. 

47)このゆえに， Maitlandは，その古典的な・ EdwardI時代以前の英法史のなかで， sta11age， pas-

sage， pontage， tronage等をすべて最広義における to11の内に合めて居るのである。 Cf.Frederick 

Po11ock & Frederic Wil1iam Maitland， The History of English Law before the Time of Edward 

I (2 vols. ; Cambridge， 1895; 2nd edn.， 1898)， Vo1. 1， p. 664. 

48) J. S. Fur1ey， City Government of Winchester from the Records of the XIV & XV Centuries 

(Oxford， 1923)， pp. 178 f. ;前掲拙著， 120-21ペイヂ，および127ペイヂの註(144)ならびに註(145)，

参照。
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然るに，まことに興味深いことは，此の第12世紀中葉 Winchesterの都市民たちに対し王に

依って賦与せられた所の一般に慣習的諸賞租の免除の特権は，是れより優に約 2世紀半の時を

隔てて， Lancaster朝初代の HenryNの治世年間， 1405年11月17日 Westminst巴rに於て作

製せられた一つの令状の裡に依然なお脈々として生き続けているのを，我々が見出すことであ

る。即ち，此の令状は， Winchester の都市民たちが，彼等の Henry1時代に有したる所の

一切の特権並びに慣習的諸貢租の免除権，彼等の譲受け地(αcata;purchases)並びに譲渡抵当

(vadia; pledges) [の保有権〕を有すべきことを， しかして，彼等が，市場使用料，輪移出入税

(lastagium; lastage)，場所代，橋梁使用料，通行=輸送税，道路補修税(chiminagium;chim-

inage)，市壁補修税 (muragium;murage)，道路舗装税(tavigium;pavage)，埠頭使用料(quay-

官ge)また前出 [69ペイデ〕のがcagium(picagめその他すべての慣習的諸貢租の負担を免除せら

るべきことを，命じているのである的。

週市のその開催=所有権者たちに賛らす所の収入としては，裁判収入一一裁判管轄権 juris-

dictionより必然的に派生する所の収入も亦，砂なからざる意義を有した。

元来，一般に定期的市場は，諸人相集って売買を為す所であるから紛擾が生じ易く，従って

安寧秩序を保つ必要から定期的市場の開催=所有権者たる所の聖俗の封建的権力者また一般に

都市当局者は， r市場の平和J(Marktfriede)を命じて，市場ならひ。にその周辺の地域に特に警

戒を加え，市場を整理し，市場に集う顧客たちの安全を図ったのであるが，そこに自ら独特の

商業慣習および商行為に関する法律(LawMerchant)が生まれ，特殊な裁判所の成立を見るこ

ととなった一一少くとも理論的には，有らゆる市場には， >Quo Warranto<の白うがごとく

其処に市場に伴う裁判管轄権(judicialiaad mercatum tertinentia)が存在しなければならなか

ったのである50)。かくて，何等かの司法的機能を果すべき機関は有らゆる定期的市場組織の不

可欠なる構成要素をなしたのであるが，夫れは，具体的に，いま週市に就いては，>curia de 
抵こ

teρouderous<(‘piepowder court')一「境り足裁判所」と称せられるもの，即ち是れである。

我々は曽て C本稿第E節〕日曜市の成立に関してBattle修道院の日曜市の開催を允許せる征服

王の「公告書Jを援用したる際，そこに，この Battleの日曜市に集う所の販売者・購買者たち

は Battle修道院長・平修道僧以外の何者に対しても訴答する所の義務なく，修道院長・平修

49) A. H. Thomas， ed.， Calendar 01 Select Pleas and Memoranda 01 the City 01 London， pre-

served among the Archives 01 the Corpoγation 01 the City 01 London at the Guildhall， A. D_ 

1381-1412 (Cambridge， 1932)， pp. 275 f.なお， lastage， chiminage， murage， pavage， quayage， 

etc.については，簡単にはThomas編のよ掲書，276ペイデの脚誌を，より詳しくは， N. S. B. Gras， 

The Eaγly English Customs System: A documentary study 01 the 初stitutionala叩deconomic 

history 01 the customs Irom the thirteenth .to the sixteenth century (Cambridge， Mass.， 1918) 

の各所を，参照せられたい。

50) Salzman， op. cit.， p. 133. 
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道僧はまた神以外の何者に対しても訴答する所の義務なきことが規定せられているのを見出し

たのであるが51L 是れまさしい、ま此処に謂う所の「挨り足裁判所」確立の第一歩を劃するもの

に外ならなかったのである。

第四世紀初葉， Henry mの治世年間， 1221年，当時の王の巡回裁判官itinerantjusticeたち

とロンドン市当局者 Cityauthoritiesとのあいだに取り交わされた尋問・答弁の記録が今日残

っているが，その一節には次のごとくある。

『問。シティの〔第十二世紀末葉以来二名存する所の執行官 sheriffの下僚たる〕執行吏 bai-

li妊たちは，此の市に滞在すること叶はずして素通りしつつある所の，いま「挨り足の人びと」

(‘pie-powders')と呼ばるる者たちの，彼等に支払はるべき金銭債務 debtsならびに権利侵害

injuriesに関する諸々の訴訟 pleasを能く〔彼等ベイリフたちのみにて〕終結=結審せしめ得

るや，それとも，彼等〔ベイリフたち〕は〔ロンドン市の古来の人民集会folk-mootの伝統を負

へる所の〕ハスティング Husting[裁判所〕の開廷を倹たざるを得ざる者なりや。

右に対する答は左の如きものなり。抑々，斯かる諸々の訴答は通常ハスティング〔裁判所〕の

外に於ては〔現在〉処理せられてをらず，然れども，以下の如く約定せられ協定せられをれり，

即ち，将来， [シェリフの上に立つシティ共同体の最高指導者たる・一人の〕市長 Mayorなら

びに〔その配下のコシェリフたちは， [第十二世紀初葉以来シティの二十四の区wardの各々の指

導的なる役人として存する〕オールダァマン Aldermanの二，三の者を彼等の仲間内に加へて，

L、ま若し〔ハスティング〕裁判所が同日に聞かれをらざるときは，斯かる訴訟を即刻その日の中

に審理するならん，市して裁判は一刻の猶予もなくハスティング〔裁判所〕の外に於て行はるべ

し(Questio.Si ballivi civitatis possint terminare querelas transeuntium per vi11am qui 

moram non poterunt facere， qui dicuntur pepoudrous， de debitis vel injuriis eis factis， 

an oporteat eos expectare Hustengum ? / Responsum est quod non solent teneri extra 

Hustengum. Sed provisum est et concessum quod de cetero major et vicecomites， as-

sumptis secum duobus vel tribus aldermannis， audiant querelam talem， et statim de die 

in diem， si curia eodem die non sederit， et sine di1atione fiat justitia extra Husten-

gum.52))~。

是に由って之を観れば，ロンドン市に於ては第13世紀初葉，長期に亘って滞留することなき

・週市を訪れる所の「壊り足の」行商人の聞に生じたる紛争の解決は，もはや市の伝統的なる

ハスティング裁判所は是れに関与せず，今や新たに確立を見たる市場裁判所 「挨り足裁判所」

51)前段， 61ベイデ，参照。

52) Mary Bateson， ed.， Borough Customs (2 vols. ; London， 1904-06) (The Publications of the 

Selden Society， Vol. xviii; xxi)， Vol. II， p. 183. Cf. A. H. Thomas， ed.， Calendar 01 Early 

Mayor's Court Rolls， preserved among the Archives of the Corporation 01 the City 01 London 

at the (;uildhall， A. D. 1298叩 1307(Cambridge， 1924)， p. xvi. 
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が専ら是れを取り扱L、，そのBのうちに迅速に即決したることが知られるのである。

それでは，上述の如き「挨り足裁判所Jに依っていま代表せられる・一般に「市場に伴う裁判

管轄権J(judicialiaad mercatum pertinentia)は，斯かる管轄権を把持する所の市場の開催 n 所

有権者たちにどのような現実的利益を費らしたのであろうか。夫れに就いて凡その知見を与え

てくれる恰好なる史料を，我々は， I征服」以来イングランドの中部諸州地方 theMidlandsに

おける最有力な直接受封者=バロンの一人であった .M巴ulan伯の所領に存する典型的な‘sei-

gniorial borough'の一つ一一Leicestershire州の Leicester市において見出すのである。即

ち，此の Norman -Frenchで書かれた文書史料には，そこに9 恐らく York朝初代の Edwerd

lVの治世年間の1462-63年の会計年度における，領主たる Meulan伯の諸々の特権的利得の・金

銭的価値の評価額が巨細に亘って記載せられて居るのであるが，いまその一部を抄録してみる

と，次の如くである，一一『此の年， レスタ市は〔以下のごとき〕価値を有す0 ・・・・大市の裁判

所収入(purchacesdes courtz des fairs)[としてJl1s.8d.o [週市の〕挨り足裁判所収入(pur-

chaces des courtz de pipoudres) [としてJ;e35 s. 8 d.。……平和に対し為されし不法侵害の

罰金(finespour trespas faite encontre le peas)[としてJ;e6 1 s. 8 d. 0 .… ..53)~ 。

N 

ひとしく定期的市場 periodicalmarketの範曙に属するとは言え，週市-weeklymarket 

が局地的 localな・主として小商人小売商人に依って営まれる所の・近距離商業 short-dis-

tance tradeに係わる夫れであるのに対して，し、ま‘inter-local'な一一一全国的 nationalな・乃

至民族間的 inter-nationalな・主として専業的な大商人一卸売商人 wholesaledealer; Gros・

handlerに依って営まれる・長距離商業 long-distancetrade; Fernhandelに係わる所の定期

的市場，夫れこそが，ほかならぬ大市-fairである。

フェアは，週市とは異なって，原則としては l年に 1回，通常少なくとも 3日間継続して行

われたが，時には 6週間，また夫れ以上にも亘るものがあった。而して，フェアはドイツで

JJMessefl と呼ばれる所からも瞭らかなように， 週市同様その起源に於て中世キリスト教の信

仰と深く係わりを有っており，我々が夙に Pevenseyの事例に就いて之を見たように50，屡々

在地の教会のパトロンたる聖者 (sanctus)の祝祭 (festul'tのを期して一一祝祭日当日を中心に其

の前後に亘って数日間連続的に開催せられたのである。併し乍ら，その誕生は，週市が前述の

如く逢かに「征服」以前のAS時代の末期にまで翻るのに対して，まず以て「征服」以後のこ

とに属するのである。『プク』は，緩かに Suffolk州 Wilford郡 Aspall村の記述に際して教区

53) Records 01 the Borough 01 Leicester， being a series 01 Extracts Irom the Aγchives 01 the 

Cortoration 01 Leicester， 1103ャ 1603，ed. by Mary Bateson， revised by W. H. Stevenson & J. 

E. Stocks (3 vols.; Cambridge， 1899~ 1905)， Vo1. I!， p. 272. 

54)前段， 62ベイヂ，参照。
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教会との関連で一つのフェア Cferia)の存在を指摘しているに止まり，その詳細は今日明らか

ではない55)。市して，後段に我々の之を見る如く，フェアがその最も発展した形態一民族間的

in ternationalな夫れにまで拡大してその盛時を現出するのは，第12世紀に入ってからのことに

属し，市も斯かるフェアの盛時は早くも第13世紀末には終膏を遂げることとなるのである。

フェアもまた，週市と同様に，いま近隣の既存のフェアに「不法妨害J(nocumentum)を来さ

ざるべきことを条件として，王の允許に依って樹立せられたのであるが， -_e.樹立せられた暁

には，フェアもまた週市同様，其の開催=所有権を取得せる者たちに，市場使用料・場所代等

等の数多くの財政的収入とともに，大市の裁判所収入一一前節末尾に引用せる・ Leicester市

の Norman-Frenchで書かれた史料にいわゆる ((purchacesdes courtz des fairs))を保証し

たのであった。

以下，我々は，当代のイングランドにおけるフェアの代表的なるものに就いて，之をその開

催=所有権者別に概観してみようと思う。

先ずフェアの開催=所有権者がいま世俗の封建的権力者一俗界貴族 LordTemporalである

場合。その代表的な事例としては， Lincolnshire 州の Stamfordのフェアが挙げられる。一一-

Johnのチャータの獲得を通じて， 1206年以降その borough自体とともに Warrenne伯の所有

する所となったと推定せられる， 此のフェアは， 1240年 Warrenne伯 William捜してその相

続人 Johnの未だ成年に達し居らざる故を以て， 国王 Henry][が自らの封建的宗主権にもと

づき直接受封者 tenant-in-chiefとしての Warrene伯の爾余の所領ともども当該フェアの後

見権 wardshipを掌握することとなったのであるが，王は， 1242年以降，彼自身のフェアの管

理官 wardensを任命，彼等に命じてフェアから上がる諸利得をフェアにおける王室の買入れ

資金に充当せしめた。 1247年には，斯かるフェアから上がる所の諸利得の総額は少くとも i:93

6 s. 4d.を降らざる巨額に達し，王は，その内から i:60をLぜ王室財政を統轄するところの納戸

方 Wardrobeの費用に割り当て，別に 40マルク[=i:2613s. 4d.]を王自身の乗馬の購入費に

充てた。越えて1251年， Henry][は正式に，以後Stamfordのフェアの一切の利得は王の財務

府 Exchequerに帰属することを宣言したが， Stamfordのフェアでの王室の買入れの少くとも

一部は， 1250年代初期を通じ依然として当該フェアの諸利得に依って賄われたのである。 1254

年， John Warrenne，いまや成年に達して Stamfordのフェアにおける裁判管轄権を愛に恢復

するに到ったが，此の Warrenne伯の Stamfordのフェアの裁判管轄権はその後次代の国王

Edward 1の治世を通じ存続して， Edward王は恒に，その自らの Stamfordのフェアに拠っ

て富裕なる所の Warrenne家の財力に基づく強力なる backupを麗ち得た， と伝えられる56)。

55) D. B.， Vo1. II， folio 418. 

56)この Stamfordのフェアの記述は最新の此の分野に於ける研究成果， Ellen Wedemeyer Moore， 

The Fairs 01 Medieval England: An Introductory Study (Toronto， 1985) (Studi邸 andTexts 

72J， pp. 12 f.に全面的に負うている。
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フェアの開催=所有権者が世俗の封建的権力者である場合の第二の， 一一上に見た Starrト

fordの夫れにもまして典型的な事例としては， Lincolnshire 州の， Wash 湾に注ぐ Witham

河口に程近い Bostonのフェアがある。抑々この町の.Bostonなる名称は，その語患をなす

-stonがいま石を意味する・古代英語の stanに由来していて，元来第7世紀 EastAngliaの

修道院の創始者たる「聖ボトゥルフ St.Botulf但.669)の石の教会」を意味していると日わ

れ，その起源は遠く AS時代の極初期に朔り，従来我々の見てきたLincoln，Leicester， Stam-

fordのごとき・第9世紀以降の Danesの此の地方への侵入の所産たるところの町々よりも

其の町としての歴史は古いのであるが57〉，この町のフェアの歴史は，然しながら，いま第13世

紀中葉以前に朔ることは出来なL、。そのフェアの所有権は恒に此の「聖ボトゥルフの町」夫れ

自体の所有権と不可分なる関連を有したるものの如く，第12世紀初頭まで両者はともに Rich-

mond伯領として知られる・もと征服王がその甥 Alanに対して行った譲与 grantに端を発す

る所の・広大なる Bretagne伯領の一部を形づくっていて， 1200年に至る迄ほぼ一貫して代々
そ

Bretagne伯の保有する所であった。此の町に言及した最も早い文献史料にしてからが常に該

のフェアにも亦言及して居る所から見て， Bostonのフェアの開設は此の町の早期の繁栄の決

定的なる要因をなしたことが知られる。併し，いま「聖ボトゥルブのフェア」に関して我々の

有する実証的に確実なる情報はすべて是れ， Richmond伯領が王の掌中に在った期間に於ける，

王室の記録から出ているのである。夫れと言うのも，前述したる初代の Bretagne伯 Alanから

算えて 5代目の Conanが1171年に蔑すると，跡には娘の Constanceが唯ひとり遺されて男継

嗣なし国王 HenryHが Constanceの本来領有する所の Richmond伯領の後見権 wardship

を掌握するに到ったからにほかならない〔因みに， この Constance は初め HenryHの息子

Geoffroiと婚しその1186年に他界せる後は， 88年 Chester伯 Ranulfと再婚したが， Henry 

残後の1199年に離縁せられ，三たびフランスの一貴族と婚して夫に先立って1203年にその波漏

に富んだ生涯を終えた〕。

かくて，いま HenryH時代の王室の財務府Exchequerの記録“PipeRolls"の明らかにす

る所に従えば，ー-HenryHが Richmond伯領の後見権を手に入れた1171年の翌年の1172年

において Bostonのフェアから上がる王室収入は <E671 s. 6 d.， 1173年には夫れは<E222s.5

d.， 1174年には夫れは<E106s. 5d. [この1173，74の両年度は Henryに対する叛乱に起因し

て一般に商業活動の不振に陥った年であるJ，1175年には夫れは<E617 s. 2 d.， 1177年には夫れ

は<E7214 d.， 1182年には夫れは<E9115 s. 4 d.， 1183年には n0419 s. 5 d.と，夫々計上せ

られて居り，我々はそこに全般的な漸増傾向を明らかに看て取ることが出来るのである。

57) Cf. Eilert Ekwall， The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names (Oxford， 1936; 

4th edn.， 1960)， p. 54， s. v. Boston; F. M. Stenton， Anglo-Saxon England (Oxford， 1943; 3rd 

edn.， 1971)， p. 117. 
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1200年に至って， Richmond伯領は，愛に，夫れの Constanceに依る・彼女のHenryIIの

息子 Geoffroiとのあいだに儲けた息子 Arthurに対する贈与 bestowal-白ー国王 Johnの甥

に当り， Johnの即位に際しての王位争奪戦に於て Johnの有力な rivalであった，此の不運

なる Arthurに対する Constanceの贈与，を経て，最終的に， Johnの掌中に落ちた。かくし

て，今や再び“PipeRo11s"が， Bostonのフェアの金銭的価値に関する・我々にとっての貴

重なる情報源を構成することとなる。即ち，第13世紀初葉， 1212年の頃には Bostonのフェア

の総収入額は.;1;:105に達し，今や此のフェアは，狩猟用の鳥類一鷹・隼の，また大陸フランス

の Anjou，Auxerre産菊萄酒の，取引市場として，国の内外にその名戸噴々たるものを有す

るに到ったのである。

Henry mの治世年間， 1218年には， Bostonのフェアは， 6月24日のバプテスマの聖ヨハネ

の祝祭日に始まる 8日間に，その会期が延長せられた。又，同年の此のフェアの大市裁判所に

於ける事件 pleasは，いま王に依って審理裁判 holdせられた。が，結局， Richmond伯領は

Bretagne家の支配に復帰することとなった。然し，その後1241年，当時フランス王 LouisIX 

と事を構えていた Henrymの封臣たる所の・ Bretegne家の Peterof Dreuxが主君を裏切

って仏王方に奔ったために， Richmond伯領は弦に再び王の手に没収せられ，王后Eleanorの

伯叔父 Peer of Savoyに贈られることとなった。 1255年の此の贈与を確認せる所の封械勅書

はいま我々にとって真に注目すべき内容を含んでいる。即ち， Henry mは此の封械勅書に於

て特に取り立てて Bostonに言及して，この Bostonが，商品計量器使用料 pesage(tronage ) 

〔前段69ベイヂ参照]，市場使用料 to11そのほか，諸々の慣習的貢租 customsを伴うところのフ

ェアをいまその内に含むものであることを明らかにし，そうした慣習的諸貢租のーっこそがフ

ェアの内部に於ける総ての市場に対する排他的な裁判管轄権であったことを明らかにしている

のである。一一Peterは1268年に此の世を去ったが，その時までに Henrymと Bretagne家

との関係は， 1260年いまや Henryがその娘の一人の BeatriceをBretagne伯の息子 Jeanに

嫁せしめるほどに， もはや著しく修復・改善せられていた。そして Richmond伯領は，愛に再

びその累代の所有者の手に復帰したのである。第13世紀末葉， 1280年， Bostonのフェアから

上がる総収入は.;1;:289と云う正しく驚異的なる数値を示した。そして，その大市裁判所のみを

以てしでもいま，科料また罰金と云う形での裁判収入は約.;1;:40を算したのである58)。

然し乍ら，我々に依って此処で特に注目せられるのは，フェアの開催=所有権者がいま俗界

貴族ならざる・元来 geistlichなるべき聖界貴族 LordSpiritual である場合である。斯かる

ものとしては先ず第一に大小の修道院長 abbot;priorに属するところのフェアがあるが，そ

の代表的なものの一つは， St. Ivesのフェアである。

58)以上の Bostonのフェアに関する記述も亦，概ねMoore女史の前掲書， 15-6ペイヂの記述に拠り，

芳々 Sanders，English Baγonies， 1086叫 1329，pp. 140 f.および MauricePowicke， The Thかteenth

Century， 1216ω 1307 (Oxford， 1953)， pp. 92-7， 235 f.を参照して，是れを補訂した。
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St. Ives[ラテン形 Sanctus 1 vo ]は， Huntingdonshire 州の州都 countytownのHunting-

donの東方5マイルの地点に在り，そのフェアの開催国所有権者は， Huntingdon北方の同介|

の Ramseyの修道院長であって，このフェアは抑々その初め1110年 Henry1のチャータに依

って創設せられたものであった。当時 St.Ivesは，上記の RamseyAbbeyに属する・ Slepe

〔←OEslii:P(低湿地の意)Jと呼ばれるところの・ Ouse河左岸の一村落で，此の地に於て1001年

に Ivoなる第6世紀ペルシアに出たー聖者の墳墓・聖遺物が発見せられたのであった。爾来

Ramsey修道院長は，このような土地に得てして発生し勝ちな奇蹟を利用，其処に一つの教会

と一つの小修道院 prioryとを建設して，以て信仰篤き善男善女の此の地への巡礼 pilgrimag巴

を刺衝したが，更に此の村を東へ流れる前記 Ouse河に架橋することに依って此の地をして今

や水陸交通のー要衝一局地的交易のー中心たらしめていたのである。このような状態に在った

村落にいま1110年 Henry1は年に一度のフェアの開催を允許したのであるが， 併し麦に注意

すべきは，フェアはその際明らかに";;TSanctusde Sleμ〈に奉納せられたとは言え，而も決し

て此の聖者Ivoの祝祭日-4月24日に直接結び付けられることなく毎年その日の変動する所の

復活祭週間の且曜日にその開催の期日が合わされたことである。修道院長のこのような開催日
そ

の選択は，該の活動が一時停止する冬季が明けて遍歴商人たちの caravanが再び活動を開始

する時期即ち四旬節と復活祭とに結び付く所の， 'a cyc1e of trade'が当時第12世紀初葉の時

代に既に成立していたことを我々に示唆するものとして真に興味深いものがある。

最初その開催期聞が 8日間と定められた此のフェアは年々盛大となって，夫れより上がる諸

利益は，その成立後ほぼ1世紀を経た John王の治世年間， 1207年には早くも .E101の額に達

し， 1212年にはもはや.E180の数値を示した。 1213年，王は此のフェアと後述する所の Lynn

のフェアとの双方に於て，いま織布前の繊維状態の偉で染色された毛布地 blanket-c1othdyed 

in grain，粗い麻布地 sarplers，コール天 cords等を購入するために合計約.E843を支出して

居るが，その場合この年の此のフェアの総収入額は.E170であった。一一以上の数字は，すべ

て是れ， Ramsey修道院長の1206-14年の空位期間その所領の諸収入を一手に収めた所の主の

側の諸文書に依って，いま明らかとなった数字なのである。

第13世紀中葉には9 今やフェアの来会者たちは，その本来の 8日の会期が過ぎてもなお 3-4

週間此の地に滞留するようになったが，恰もその頃から-1249年以降， St. Ivesのフェアには，

其処に厳密には二人の所有権者が存在することとなった。夫れと云うのも， Ramsey修道院長

のフェアは，従来通り毎年8日間の行事として引続さ行われたのであるが，然し乍ら，その 8

日聞が過ぎて第九日目が明けると共に，王の役人たちの一団がアェアの場所に現われて従来の

修道院長の役人たちに取って代り，以後さらに 3週間に亘るところのフェア期間における王の

平和 king'speaceを宜しフェアの運営を引き継ぐに到ったからである。 1252年，時の Ram-

sey修道院長 Ranulfは， 斯かる慣行に関して王座裁判所 Courtof King's Benchに， フ

ェアの主の監視官たち wardensには修道院長のフェアの開催期間中の諸利得・諸特権を蔑し
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ろにする如何なる権利も存せざることを訴えて訴訟を起したのであるが，此の訴訟事件の判決

の記録は今日残っていないけれども，夫れが修道院長の側に不利なものであったであろうこと

は，その後も引五郎、て王の監視官たちが St.Ivesのフェアに派遣せられている事実，又， 1250 

年代の大半依然として此のフェアの‘royalsection'から生ずる所の諸利益が其処での王の調

度その他の購入費に充てられている事実，に徴していま瞭らかであると言わねばならなL、。結

局， 1258年に到って， Henry mは， Ramsey修道院長が即金で、500マルク [=of836s. 8d.] 

を支払L、爾今永代的に (inρerpetuum)毎年of50を王に納めることを条件として， フェアの全

体に対する完全なる裁判管轄権を Ramsey修道院長に譲与することに同意するに到った59)。

そのほか，その開催=所有権がいま修道院長に属するところのフェアの代表的な事例として

は，なお， Cambridgeの救顕院 BarnwellHospitalが開催したところの Sturbridgeのフェ

ア，或いはまたロンドン北郊 Smithfieldの小修道院が開催したところの St.Bartholomewの

フェアなどが挙げられるが，夫れらの記述は紙幅の関係上此処では省略に従うことにする。

却説，フェアの開催=所有権者が聖界貴族である場合の，大小の修道院長の所有に属する夫

れと並ぶL、ま一つの夫れは，司教のフェアである。斯かるものとして先ずもって挙げらるべき

ものには，例えば， Norfolk州の西北部の， Wash湾に詑ぐ Ouse河の河口に在る， Lynn[今

日の King'sLynn]のフェアがある。此の町は，抑々初め1204年同州の Norwichの司教John

の発給に係わるチャータによって， r一切の，オクスフォドの都市民たちの有すると同ーの諸特

権J(omneset easdem libertates quas habent burgenses de Oxeneford)を有する所の，一一「オ

クスフォドのボロウが諸事万端にわたって有すると同ーの詰特権を有するJ(easdem libertates 

habeat quas habet burgus de Oxeneford in omnibus)ところの「自由なるボロウJ(liber burgus) 

たることが先ず認められ，次いで同年国王 Johnの発給に係わるチャータに依って上記の司教

John のチャータの内容が愛に確認せられるに到ったところの boroughなのであるが60)，此

の司教の boroughにおけるフェアの場合，その辿れる運命は我々が先きに見たBostonの夫れ

とはまさに逆の方向を辿ったものの如くである。一-Bostonのフェアと此のLynnのフェアと

は共に第13世紀初葉のイングランドにおいて極めて重要なる定期的市場であった。特に Lynn

のフェアの場合，夫れはノルゲ〔ノルウェイ〕の皮革商 skinners， イングランド各地並びにフ

ランドゥルの服地商 drapers，およびフランスのワイン卸商 vintnersを其処に引き寄せた。

そして，夫れは，全国を通じて他に類例を見ない各種の狩猟用鳥類を売り出す所の大市であっ

たのである。ところが，いま Bostonのフェアが盛大に赴きその会期が 8日に延長せられたと

き，そうしてその後第13世紀末葉に至って夫れが猶6月17日の聖ボトゥルフの祝祭日から 8月

59)以上の St.Ivesのフェアに関しても， Moore女史の前掲書， 13-5ペイデの記述に全面的に負うて

L、る。

60) Cf. Ballard， op. cit.， pp. 3， 13， 31 f.， 35， 82， 87， 114， 117， 123， 133， 135 f.， 142， 147， 150， 

188， 196 f.， 207. 
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24日の聖ノtルトロマイの祝祭日に至る迄も，更には夫れ以上9月中下旬迄も続くようになり始

めたときーーそのとき，此の Lynnのフェアは俄かに光彩を失う lこ到ったのである。一一夙に

1232年に早くも Henrymは， Bostonのフェアに来会する所の商人たちに対して，彼等が此の

フェアのために割り当てた所の時間以上に長逗留することを禁じ，その代りに彼等が Lynnの

フェアに赴くべきことを命ずる指令を発し始めていた。王の納戸方 Wardrobeは， 1270年代を

通じてなお未だ Lynnのフェアにおいて多くの賛沢旦つ珍稀なるところの・生活必需品以外の

物資を見出すことが出来たのであるが， 1283年の頃にはもはや Norwichの司教は彼の所有す

るフェアの会期の変更について王に請願をなす迄に立ち至IJっていた。是れに対して，時の国王

Edward 1 は， Norwich司教の請願を容れて， Lynnのフェアの取引期間を， 7月20日から 2

週間と云うのを改めて 8月に入つての最初の 2週間とする変更を允許したのであるが，それで

も此の Lynnのフェアは往時に於ける其の卓越した定期的市場としての地位を寛に恢復するこ

とはなかったのである61)。

併し，斯かる可教のフェアの代表的なるものとしては，何と言ってい、ま Winchester可教

の所有に属した St.Gilesのフェアに如くものはない。

この Hampshire:ト1'1のほぼ中央， Itchen河の中流右岸に位置する Winchesterに抑々 West-

Saxon族の司教座が設置せられたのは， AS時代の極初期662年のことに属するが，爾来West-

Saxonの部族国家 tribalstate-Wessex王国の発展とともに，此の司教座都市 (civitas)たる

Winchesterは一個の‘royalborough'として成長を遂げて，第9世紀初め Wessexに依る全

イングランド Englaland [Anglorum terraJの「統一」とともに新王国の首都となり，以後

Danesの侵入期を経て， r征服」以降も依然ASの伝統を継承しつつイングランド王国の首都

としての地位を保持した62)。而して，この Winchester市の東郊・Itchen河の彼摩に蛇立する

St. Giles's Hi11上の St.Gilesの教会附近において，いま，毎年9月1日の聖ヂャイルズ〔第7

世紀の聖者 SanctusAegidius--Giles は元来 Aegidiusのフランス語形〕の祝祭日を中に挟
あけ

みその前日とその明の日の都合3日間聞かれる所の，一つのフェアの開設が征服王の子のWil-

liam 11に依り時の Winchester司教の Walkelinに対して允許せられたのは，まさに1096年

のことであった。夫れは，その後，上記の結顔王 Rufusの弟たる・次代の Henry1の治世年

間， 1110年lこ，王に依って司教管区 bishopricの若干の土地の王領への編入の代償として其の

会期が 8日間に延長せられ，夫れはまた1136年， Norman朝最後の王 Stephenに依って 6日

の延長〔←計14日間〕が認められたのであるが， Plantagenet朝成立と共にその初代の王 Henry

Eはいま Stephenのチャータを無視する形で， 1155年 3月， 此のフェアの開催期聞を，改め

て彼の母方の祖父 Henry1の允許せる夫れの二倍の-8月31日から 9月15日までの16日間と

61)以上の Lynnのフェアに関する記述また， Moore女史の前掲書， 17ぺイデの記述に全面的に依拠

している。

62)前掲拙著， 15-80ペイヂ，参照。
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することに定めたのであった的。

当時， Winchesterの毎週1回聞かれる所の定期的市場〔週市〕に於ては， この市の市内に於

て製造せられる手エ業生産物と，この市の周辺の農村から賓らされて来る農業生産物食料品

・原料品との日常的な交換が行われたのであるが〔一一短距離商業]， 9月の St.Gilesのフェ

アに於ては， 1年に一度の販売と購買とが行われて，其処には，ロンドン，中部諸州地方 the

Midlands， Lincoln， Yorkといったイングランド国内各地は言うに及ばず，遠く北フランス，

ノルマンディ，フランドゥル等の大陸諸地方からも陸続として商人たちが鯛集し来り，各地の

様々なる特産品一イングランド産の羊毛やフランドゥル産の毛織物等々について大規模なる取

引が行われたほか，また穀物・家畜等の農産物も砂なからず大量に取引されたのである。特に

Lぜ注目すべきは，このフェアにおいて各種の手工業製品一絹布・金糸・銀糸・ボタン=装飾

用真珠， とりわけL、ま胡椴・サフラン・丁字等の香辛料のごとき，生活必需品ならざる幸子修品

の取引が手広く行われたこと，是れである64)0 Henry nの次代の王 Richard1の治世の初年，

1189年には， St. Gilesのフェアの利得は，すべて，t:1468 s. 7 d.を算えた。以後， Johnの治世

を経て Henrymの治世に入り， 1238， 39両年度の St.Gilesのフェアの利得の年平均額は£

163 17 s. 10.5 d.， 1242， 43両年度のフェアの利得の年平均額はA111 18 s. 10.5 d.， 1250年の

フェアの総利得額はA159 1 s. 7 d.， 1259年の夫れはA13018s. 7.5d.， 1260年の夫れはA121 

13 s. 11 d， 1262年の夫れはA1046 s 2 d，さらに Edward1の治世に入って， 1280年一A122 

15 s. 5 d.， 1281年一i:13416 s. 11 d.， 1287年一i:9814 s. 4 d.， 1288年一i:11212 s. 6 d. ， 

1289年にはi:1173 s. 4 d.七、ま計上したが，i:100以上を計上したのは此の1289年が最後で

あって，以後は St.Gilesのフェアの総利得額は年々減少する一方で，第15世紀末まで長期的

=継続的なる漸減傾向を示す。従って， St. Gilesのフェアの最盛期は凡そ第13世紀末を以て

終れりとなされねばならないのである的。

然し乍ら， St. Gilesのフェアは，一般に教会の権威がその Primatを誇示せるところの第13

世紀に於ては，正に全イングランドを通じて五つないし六つの大フェアの一つに算えられ，ほ

ぼ Wessex王国成立の基盤 Thames河南の地域に限って言うならば， 第 1級に属する夫れ

の唯一のものであったのである冊。

63) Cf. The Victoria County History， Hampshire， Vo1. V (London， 1912; Reprinted， 1973)， 

p. 36; Martin Biddle， ed.， Winchesteγin the Early Middle Ages (Oxford， 1976) (Winchester 

Studies ・1]， p. 286 & Fig. 8 facing p. 288; Moore， op. cit.， pp. 17 f. 

64) Cf. M. Biddle， ed.， ibid.， p. 286; Moore， ibid.， p. 18; Derek Keene， Survey of Medieval 

W:初chesteγ(2vols.; Oxford， 1985) (Winchester Studies ・2)，Vo1. 1， p. 263; Vo1. II， pp. 1117 f. 

& p. 1118: Fig. 147. 

65) Biddle， ed.， ibid.， p. 286， note 6; Keene， ibid.， Vol， II， p. 1124: Table 55. 

66) Biddle， ed.， ibid.， p. 286; Keene， ibid.， Vo1. II， p. 1091. 
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それでは，当時 St.Gilesのフェアと中世都市 Winchesterとの関係は抑々如何なるもので

あったであろうか。一一是れを，我々は，一般にフェアとその開催地の社会との関係一一延い

ては一般に大市と週市との関係，の一つの特殊具体的なる例証たるべきものとして，此処で特

に考察してみたいと思う。

毎年 St.Gilesのフェアの16日間と云うものは， Winchest巴r司教の裁判管轄権は St.Gil-

es's Hillを中心として週辺7リーグ〔普通 1leagueは約 1マイル半67)Jにおよぶ地域に於て

真に‘absolute'なるものがあった。 Winchester司教はその期間文字通りフェアの江ord'で

あったのである68)。即ち， 毎年聖ヂャイルズの祝祭日の前日 8月31日になると Winchester

市を取り囲む市壁 townwallの東・西・南・北の各市門 citygateの鍵は， 市当局者より司

教に引渡され，司教は臨時に彼自身の市長 mayor，執有吏 bailiff，検屍官 coroner等の諾役

人を任命して，フェアの閉会まで各々その職務を管掌せしめた。而して，今やフェアの開催期

間中ここに商業独占 monopolyof tradeの特権 franchiseを行使する所の司教は，フェア以

外における一切の日常的な商業活動を厳禁し，之が取締りのために，彼がフェアの開催期間中

一時的に Winchesterの都市裁判所 citycourtの機能を代行せしむべく設置したる所のフェ

ア裁判所一'pavilionCourt'を中心として， Winchesterよりロンドン， Salisbury， Oxford 

等に通ずる公道 highway沿いに随所に彼の役人を配置して， 前記の半径7リーグのフェア地

域以外に於て売買される一切の商品を没収せしめたのである69)。斯くして， Winchester市内

に於ては，フェアの期間中都市民たちはままに一切の私的な取引を停止するの己むなきに立ち到

らしめられたのであった。 1233年には，当時王国切つての権勢を窪ままにせる Winchester司

教 Pierredes Roches は， St. Giles's Fairの会期を24日間に延長したるのみならず，その第

1週以後に到着せる商人はすべて司教に一定額の入市料を支払うに非ざればフェアに立ち入る

ことを許可せず，フェア閉会後に非ずんば Winchester市内に羊毛・皮革・毛織物等の彼等の

商品を搬入することを禁止した70)。而して， 1254-55年には，時の Winchester司教 Aymer

d巴Valenceは，更に百尺竿頭一歩を進めて，当時 St.Gilesのフェアと此のフェアに渡来する

諸外国ーとりわけブランドゥルの商人とを結ぶ決定的な結節点を成したところのSouthampton

港にも其の支配の手を伸ばし， Winchesterの南方 12マイルのItchen河口右岸に所在する-

Winchester同様‘royalborough'たるところの，此の臨海部市の都市民とのあいだに，彼等

の商業活動を制限する協定を締結するのに成功して， St. Gilesのフェアの期間中 Southamp-

67)前段， 65ペイデ，参照。

68) Cf. Biddle， ed.， op. cit.， p. 287; Keene， op. cit.， Vo1. II， p. 1115; The Encyclotadia Britan-

nica， Vo1. X， s. v. Fair， p. 127. 

69) Ency. Brit.， Vo1. X， s. v. Fair，. p.. 127. 

70) Salzman， ot. cit.， p. 145. 
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tonに来航する商人は何びとと雄も同地に於て食料品以外の如何なる彼の商品をも買却するこ

となく，之を St.Gilesのフェアに賓らすべきこととしたのである71)。

併しながら，いま Winchesterまた Southampton の都市民たちは， 上述のごとき歴代の

Winchester司教の St.Gi1es's Fairを中心とする商業独占の特権の行使に対して，ひたすら

唯々諾々として是れに随順していたのでは決してなかった。そのゆえに， Winchesterの歴代

の司教たちもまた，安閑として彼等の所有するフェアの諸特権の上に胡坐をかきその賛らすと

ころの諸利益の享受に専念している訣にはし、かなかった。元来ともに 'royalborough'として

の Winchesterまた Southampton両市の誇り高き都市民たちは，いま王の諸利益を代表する

所の両市に於ける王の諸役人と提携して，フェアの成功の若干を彼等自身の利益に転化せしむ

べく強力なる闘争を展開したのである72)。その際，その initiativeをとった者こそは South-

amptonの都市民たちであって，彼等は，アイルランド・フランドゥルその他の諸地方から海

路この港市に到着する商人に対して，彼等がその St.Gilesのフェア行きの予定を変更して此

処 Southamptonに留まって此の地に於て彼等の商品を販売するよう働きかけたのであった。

その結果，第13世紀の半ば，種々なる妥協的協定がいま Winchesterの司教と Southampton

の都市民とのあいだに，その事前に於てかその事後に於て王権に依る促迫・強請を伴いつつ締

結せられたのであるが，然し，結局，此の闘争はその実を結ぶに到らなかった73)。併しながら，

一方 Winchesterに於ては， Southampton の場合とは事かわり，王権の司教権に対する反撃

は都市民たちの後援の下に，着々として功を奏し， 1292年以降，毎年 St.Gilesのフェアの終

了を見るや， 9月16日の朝王の役人たちは弦に Winchesier市における王のフェアの開会を宣

言して， St. Gi1es's Hil1を降る商人たちを Winchaster市内に誘い込むことに成功した。そ

の際，王の役人たちが商人たちを誘致する手段として執った方策こそは，いま，司教の夫れよ

りも低額なる市場使用料 (thel仰 ium;toll)の徴収，即ち，パン販売業者からの司教のフェアの

場合の週 1d.の徴収に対する 0.5d.の徴収，また，荷車1台分の鷲烏， 1 bushelの小麦，そ

の他における，司教のフェアの場合の 0.25d.の徴収に対するその全面的な免除，と云うが如

きものであったのである74)。

以上の簡単なる考察よりしても，我々は，いま， St. Gi1esのフェアは，中世都市 Winches-

terに対し経済的には何ら積極的なる貢献を果すことなく，その期間に於ける同市の一一本来

基礎的な生産関係の必然的な発展に由来するところの，商品流通過程の正常なる展開をたとえ

71) Salzman， ibid.， p. 145; Collin Platt， Medieval Southampton: The port and trading commu-

nity， A.D. 1000-1600 (London， 1973)， pp. 58 f.， 168. Cf. F. M. Powicke & E. B. Fryde， eds.. 

Handbook 01 British Chronology (London， 1939; 2nd edn.， 1961)， p. 258. 

72) Moore， op. cit.， p. 18. 

73) Moore， ibid.， p. 18. 

74) Moore， ibid.， p. 19. 
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一時的にもせよ阻止することに依って，むしろ・負の要因としてはたらいたのである， と斯く

一応結論し得るかと思うのである75)。

75) Cf. Suthan Reynolds， An Introduction to the History 01 English Medieval Toωns (Oxford， 

1977)， p. 59. 




